
松 山市■度障告者入院時 コ ミュニ ケー シ ョン 支援事業実施要細
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( 1 引的 )

第 1条  こ σD要細 は,張 度障害者 が疾病等 に よる入院 (検本人院 を除 く。 )時 に 奄語困難

年に よ り医療従 事者 との意思疎通が 十分に1剰れ ない場合に,半キ該障告 考 との意思疎迎 に

熟進 した者 を医療機 関に派遣す ることによ り,診 療行為等の円汀予化 を図 る ことを 1 1的と

して行 う松 山市 重度障害者入院時 コ ミュニ ケー シ ョン支援 事業 (以 ド 「末事業Jと い うc

)に ついて,必 要な 事項 を定めるもの とす る。

(支援 の対象 者)

第 2条  本 事:業に よる支援 (以 下 「コ ミ

「
支援 対象者J とい う。 )は ,原 則 と

(1 )松 | | |「1丁内に住所 を有す る者

ュニ ケー シ ョン支援 J と い う( ) の 対象古 ( 以 下

して次の各 号のいずれ に せ) 1 亥当す る障十者 とす る。

(2 )身 体障害f杵福祉法 (昭和 24年 法律第 28 3を )第 4条 に規定す る身体障■ 打

(3 ) l l l度訪 || | 1介護 (障害者 自立支援法 (平成 17年 法律第 12 3号 ■ 以 下 「法」 とい う.

)第 5条 第 :〕項 に規定す るこ度 訪問介護 をい う。以 下同 じ。 )ブ))寸象子であ り,か つ,

1ヰ化介護 (法第 5条 第 2項 に規定す る様化介護 をい う。以下1司じ.)又 は lT l度訪問 介

護 を利 用 している者

(て4)発 語1木1難特に よ り意思表示がla l難な者

(5 )Ⅲl身 世帯の者又は これ に準ず る考

(支援 の内容)

第 3条  コ ミュニ ケー シ ョン支援 は,支 援 対象 者が入院時において医師, 看護師 特 (以 下

「医療従事者Jと い う。 )と の意思疎通が円滑に行 えるよ う, コミュニ ケー シ ョン 支援

Fl (以 下 「支援 員J とt うヽ。 )を 派遣す ることによ り行 うもの とす る.

2  支 援 典をJR造す る期間は, 1回 の入院 につ き原則 と して 31日 | 1昭まで とし, 1月
｀
当た

り200相 手間 を L限 とす る。 こ の場合 にお いて, 1日 肖た り 1 2相手『丹を LI快と→
~る

(

3  前 r 束の期間 を超 えて入院す る場 合は、必要に応 じて、派遣期間 を継続 できるや) のとす

る(

4  コ ミュニ ケー シ ョン 支援 は , 入 院 時 にお け る医療 従 | : 者との 意思 疎 通 σ) 円滑 化 を図 る

支援 及 び 医療 従 事 者 が 円滑 に看 護 を行 うた め の情 報提 供 を対 象 とす る。 た だ し、緊 急時

に 医療 従 ■者か ら協 力 を求 め られ た時 は この 限 りで は な い。



(支援 / 1中詰)

第 4条  コ ミュニ ケー シ ョン支援 を受 けよ うとす る者は,重 度障害 者人院時 コ ミュニ ケー

シ ョン支援 事業支給 中詰キ (第 1号 様式)に 改度障官者 入院時 コ ミュニ ケー シ ョン 支援

員派遣 状詰 許 (第 2 ' 3‐様式)そ の他市長が必 要 と認める詳類 を添 えて 市長に提 出 しなけ

れ ばな らない_

( 支給 要否決定の通知及び受給者 証)

第 5 条  市 長は, 前 条の中詰 を受理 した ときは, 速 やかに対象要件 とな る | : ユ真を確認σ) に,

コ ミョ、エ ケー シ ョン支援 の要否 を判定 し,  支給 又は却 下の決定を行い, F ユ度障告杵 入F , 七

時 コ ミュニ ケー シ ョン 支援 i 中: 業支給決 定通知書兼利用考負担額決 定通知 i t 芋( 竹t 〕号様式

) 又 は却 ド決 / L ~ 通知幕 ( 第4 号 様式) に よ り中請者に通 知1 するもの とす る(

2  市 長は, コ ミュニ ケー シ ョン支援 の支給 の決定 ( 以下 「文給決定」 とい う, ) に 際 し,

派避が必要 とな る' 明問及び時間数 と第 3 条 第 2 項 に規定す る期間及び時間数の l i 限とを

十ヒ較 して, い ずれ か少 ない方を支給期間及 び支給量 と して決定す る | ) のとす る(

( 〕 市長は, 支 給決 定 を行 った ときは, 支 給決定を受 けた支援 対象者 ( 以 ド 「支給決定 許

|  とい うr ) に 対 し,  r T l 度障とと: 者入院時 コ ミュニ ケー シ ョン支援事 米受給者F 品に ( 第5 号

様式. 以 F ご1 受給者 証J と い う。 ) を 交付す る( ) のとす る。

( 木l l 門子れた)

第 6条  支 給決定 者は, コ ミュニ ケー シ ョン支援 を受 けるためには,受 給者品にに記吉☆され

てい る LTl度障害者 コ ミュニケー シ ョン支援 事業務録事業者 (以 下
′
冷録事業者 |と い う。

)と 利 用契約 を締結 しなけれ ばな らない。

2(卜 録
=|1米

者 は, コ ミュニ ケー シ ョン支援 の提供の都度, rT3度障告 杵人院時 コ ミュニ ケ

ー シ ョン支援 事 業サー ビス提供実績 記録票 (第 6け 様式)に !Z、要事rfiを記載 し,利 用者

の確F語を1受けなけれ ばな らない。

3 4鉢 lf業者 は,コ ミュニ ケー シ ョン支援 σ)利用 に係 る契約 を した ときは,受 給 青品上記

紋 寸十ユ真を 重度障竹 者 コ ミュニ ケー シ ョン支援事業契約 内容報告 キ (第 7号 様j代)に よ り

十1「lこに遅淵|なくヤRf寺しなけれ ばな らない。

(支給決定の空 更)

弔 7条  支 給決 定者 は,支 給決定 を受 けた内容 を変更 しよ うとす る ときは, 重|セ障■ 杵人

此時 コ ミュニ ケー シ ョン支援 事業支給 俊 更 (継続)Fキ1論浮 (第 8け 様式)に 受給 打証そ

σ)他市長が4とヽ要 とi魯め るf:手類 を添 えて市長 に提 11」しなけれ ばな らない.



2  市 l t は, 前 r 貞の決定 をイf った ときは,  裏度障告千入院時 コ ミュニ ケー シ ョン支援 , : 業

支給 空 史 ( 和X 続) 決 定通知苦兼利用者 負担額変更決定通角] t 書( 第9 ' j ‐様式) 又 は従 更 (

和な続 ) 却 ド決 定通知事 ( 第 1 0 5 ‐様式) に よ り中請考に通知す る モ) | ア) とす る(

( 支給決定σD 町貯肖し)

第 思条 市 Iこは,次 に掲 げる場 合には, H奇該支給決 定を取 り消す ことがで きる.

( 1 )第 2条 に規定す る要件 に,画合 しな くなった とき。

( 2 )支 給決定者が,コ ミュニ ケー シ ョン支援 を受 ける必要がな くなった と認 y )るとき。

( 3 )支 給決定千が,支 給決 定の有効期間内に,松 山市外 に居住地 をイ1 'するに4っ た と認

める とき(

( 1 )支 給決 定者が,適 正な利用を していない と認める ときに

( 5 )支 給決 定者が,虚 1為の中請その他不 l r iの手段 によ り支給決定 を宝 けた とき1

( 6 )そ σD他市長が必要 と認 める とき。

2  市 長 は,前 :貞の規定によ り支給決 定を取 り消 した ときは,  支ネ合決定取消通 角1キ (第 1

1号‐
様式)に よ り肖f亥支給決定者 に通知す る t )のとす る。

お 第 l  r F〔の規定に よ り支給決定の取消 しを受 けた当該 支給決定者は,速 や かに受給考証

を市長 に返還 しなけれ ばな らない。

(支援 の実施者)

第 9条  コ ミュニ ケー シ ョン支援 は,次 び)各けのいずれ に も該 当す る中:業拓に属す る支援

: 1 1 が行 う.

( 1 ) 法 第 2 【う条第 1 項 の指定の うち, 居 七介護及び覗度訪問介託の指定を受 けてい ること(

( 2 ) 支援 対象者が現 に万ヰ化 介護 ! K はF T l 度訪問介護 を利用 してい ること(

( 3 ) 次 条の規定に よ り登録 されていること。

2  1 i 竹I 真の支援 炉1 は,  肖該 支給決 定者 に 一定期間以 上σ) サー ビス提供 を行 った実ネす〔を有 と、

かつ, 町`該 支給決定 持 との意思疎通 に熟達 した そ) のでなけれ ばな , ) ないぃ

( 1 金ヽ☆7 ) | 1 1評i )

統 1 0 条  f l 度障害者人院時 コ ミュニ ケー シ ョン支援 事業 ( 以 下 「文授 事業」 とい うr )

を実施 しよ うとす る事業 者は, 支 援事 業を行 う中: 業所 ごとに [ L 度時■ 者人院時 コ ミュエ

ケー シ ョン支援 Ⅲ: 業者栓録 申詰 挙 ( 第 1 2 け 様式) に よ り, 市 長に中詰 [ ンな | ―十淑, ばな , )

ない(  ただ しゃ緊急の必要がある場合は, こ の限 りではないぃ

2  市 上t は , 前 工丁ての 中論 に関 し必要がある と認める ときは, 必 要な F 「1 類年の添付 を求め る



ことがで きる.

t〕 市長は,ィト録 の 口r否を決定 した ときは,電 度障信者人院時 コ ミュニ ケー シ ョン 支援 Ⅲ

米杵金録週 知1 1年(第 1 3号 様式)又 は T l度障害者入院時 コ ミュニ ケーーシ ョン 支援 事業者 (ト

録却 ド通 角1 +年(併j 1 4け 様式)に よ り中詰事業者 に適知す るモ)のとす る(

(イト銀 内容変 更の府; |‖等)

枕 1 1条  て、録 Ⅲ=業者 は,前 条の規定によ り中請 した内容についてた 更があった ときは,

ヽ該変 更に係 る事項 について,重 度障害者入院時 コ ミュニ ケー シ ョン支援 学米者栓録■

1穴変 更届出キ (第 15号 様式)に より市長に届け出なければならない

2 イ ト無 :1子枚者は, 支援 事:業を廃止 し,休 1にし,又 は,専開 した ときは, lrl l宅障■杵人卜先時

コミュニ ケーション支援 事業廃 lL(休 lL・再開)届 出キ (第 16号 '様氏)を 市長に提出

t,ナ倉けオし|ずオfら オrい「

(支援 ! i f  t t  σ)通常 ちそ準)

第 1 2条  :卜録 事業 者は,支 援事 業の実施 に関 し,障 害者 白立支援 法にサ1【づ く精せ障T F福

れにサー ビスの 事業年の人員,設 備及び運営 に関す る基準 (平成 1 8年 十' 1生労働 行令第 1

7 1け )併5 3条 第 2項 及び第 3項 ,第 5条 第 2収 ,第 6条 ,第 温条夕5  1  J t t f ,第〔〕条か に,

第 〔〕1条 【で (第 2 2条 を除 く。 )並 びに第 3 3条 か ら第 4 2条 までの規定 を遵
′ごrしな

けオしばな らない(

( l l l 度障十 者人院時 コ ミュニ ケー シ ョン支援 事業費の請求及び受領)

第 1 3条  支 給決定者が コ ミュニ ケー シ ョン 支援 を受 けた場合は,  コミュニ ケー シ ョン 支

援 Ⅲf業貸詰求 …ヱ領委任用出書 (第 1 7号 様式)に よ り碇度障害イリ、院時 コ ミコエ ケー

シ ョン 支援 ‐| : k費 (以 ド 「支援事 業費Jと い う。 )ク)言わR及 び受付〔を子卜録 F車業 杵に な任

= | ることができるぃ

(支援 中:業費σ)支給 )

第 14条  市 長 は,金 銀事業者が利用契約 を締結 した支給決定者に対 t′コ ミュニ ケー シ ョ

ン 支援 を行 った ときは,支 援事業費を支給す る。

2 支 援 事業貸σ)支給額 は,別 表に定める基準によ り算定 した費ナ同グ)額σ)1 0 0分 の 【)0

に| |ド
1 1する額 ‐上百ナ

~る
て

i〕 支給決定イがlf ]‐の 月に受 けた コ ミュニ ケー シ ョン 支援 に要 した費用(7 )合計額 か い),

IⅢ竹項 の規定 に よ り算 L‐された 当該同
一の ナ]にお ける支援 !宇:業費の 文給額 を控除 して得た

細 が、 !i該支給決定 者の家計 にお ける影響その他の :|千1青を しん しゃ く して障it f古岸1立 支



坂法施行 令 ( |ヽ二成 1 8年 政令第 1 0号 .以 ド 「令Jと い う. )第 1 7条 に規定す る額 を

超 える ときは,前 項 の規定にかかわ らず ,当 該同 一の ナJにお ける支援 事業費の 支給額 は,

|十J f頁の規定に よ り算出 され た支援 事業費の額 に 9 0分 の 1 0 oを 乗 じて得た額か ら令竹

1 7条 に規定す る区分 に応 じ,そ れぞれ定める負担 L限 )」額 を控除 して得た額 とす るて

4  支 援 l l「業費の請求は,重 度障害者入院時 コ ミュニ ケー シ ョン支援事 業費詰求 洋 (第 1

8け 様式)に ,  張度障害者 入院時 コ ミュニ ケー シ ョン支援 事業費詰求明細 語 (第 1〔)け

様式)及 び 破度障害者 入院時 コ ミュニ ケー シ ョン支援 事業サー ビス提供実績 i i己錬 票 (第

6け 様式)の 写 しを添 えて,  コミュニ ケー シ ョン支援 を提供 した 月の翌 月 1 0「 1長でに

イ千' ) なけれ ばな らないて

5  市 長は,前 攻 の請求 率の提 出があった ときはゃ請求 の内容 を審 査 ヒ′,適
対
ちと認 めた と

きは,請 求のあった 日の属す る月の翌月末 日までに支援事 業費を支給す る キ〉σ)とす る。

(調命及び精導監査)

第 1 5条  市 長 は,支 援 事業の実施 に関 して老、要がある と認 める ときは、イト録 事業者 文は

そσD従業 員そび)他事業に携 わ る者に対 し,  文洋その他 ″)物件 の提 出ヤヤしく1士提 ホを求 め,

持 しくは依頼 し,又 は本 市の職 員に質問若 しくは照 会を させ るこ とできる.

2  て約 R中業者は、前項の規定に基づ き市長が行 う調査及び指導監企 に協力す る ととや)に,

精卓 又は1功i fを受 けた場合においては,当 該f旨導 又は助 吉に従 つて,ど、要な故 羊を行わな

け,■ばIFらオFい .

t ;  本市の職 虫1 士, 前 項 σD 調査又は指導監査を行 うときは, 身 分声に明科 を携 帯 ヒク, か つ ,

関係 人の声ドi 求が ある ときは,  これ を提示 しなけれ ばな らないⅢ

( I 対求の対文ヤ1 1 1 し)

第 1 6 条  市 長は, 次 のいずれ かに該 当す る場合においては, 当 該 登録事 業者に係 る第 1

1 条 の合録 を取 り消す ことがで きる。

( 1 ) 軒j 9 条 に規定す る要件 に適合 しな くなった とき。

( 2 ) 支援 事業貸の詰求 に関 し不正があった とき.

( 3 ) イト録事 業杵文はその従業 員その他 当該 支援事業に携 わ る者が, 前 条第 1 取 び) 規定に

よ り, 物イ4:σ)提出な しくは提 ■そを〉庶め られ て これ にルぷじず , lr」項 に規ケ[―l~る質 P日にキ|

して容弁せず . 若 しくは席偽の答弁 を し, 1 司条第 2 項 c 7 1 規定 による精準監査に協力せ

ずゃ K は 同項 に規定す る指2 尊若 しくは助 「キに従って必 要な改洋 を行わない とき.

( 1 ) I よ無 事米子が, イ< 1 にの 手段 に よ り第 1 1 条 の登録 を受 けた ときⅢ



( 5 ) な録 学米1 亨子が, 法 第 3 6 条 第 3 項 第 1 写ちか ら特 1 0 け までのいずれ かに該
H i す

るに

キ: つた とき.

(6)そ σ)他 市Itが 老、要 と認 める とき。

2  市 長は, 前 I 貞の規定によ り第 1 1 条 のな録 を取 りずj した ときは,  卜崎該 李録 中粍イに対

し,  文洋で通 角i する.

( その他)

第 1 7 条  こ σD 要綱 に定めるモ) ののほか, 本 事業の実施 に関 し必要な 事項 は, 別 に定め る(

イ寸 只明

この要細は,平 成 2 1年 4 ' 1 1日 から施行する.



姑| 1太(第 1 5条 隣1係)

時間帯 金 れ1

に

分

１

ア
千二向十F8Πit3 0分から4「後5日寺3()う)まで

3 0分 肖た り 7 0 0 1 1 ] ( t 〕 0分 未満
の端教 は, L l jり捨 て るr )

区

分

２
L 記 以 外 σD 時間

3 0 分 当た り 8 7 5 1 1 ! ( 3 0 分 木満
の端 教 は , 切 り捨 て る. )


